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様式３

会 議 記 録

次の審議会（協議会）を下記のとおり開催したので報告します。

審議会等名称 令和元年度第１回 社会教育委員・公民館運営審議会委員 会議

開催日時 令和元年８月６日（火曜日）１０：００～１２：００

開催場所 近江八幡市安土町総合支所 ３階第２委員会室

出席者

会 長◎

副会長○

＜社会教育委員＞

◎大橋委員 ○中江委員 楠亀委員 蒲生委員 松岡委員

村北委員 吉井委員 三木委員 城念委員 重野委員

＜説明者・事務局＞

（挨 拶） 村井生涯学習課長

（事務局） 佐竹生涯学習課専門員 岡田生涯学習課副主幹

次回開催予定日 未定

問い合わせ先

所属名・担当者名： 近江八幡市教育委員会事務局生涯学習課 佐竹

電話番号：０７４８－３６－５５３３

Ｆax番号：０７４８－３６－５５６５

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：045000@city.omihachiman.lg.jp

会議記録 発言記録・要 約
要約した

理由
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司 会：

課 長：

時間になりましたので、令和元年度第 1回社会教育委員・公民館運営協議会委員

の会議を開催させていただきます。開催に先立ちまして、本日はたくさんの資料が

ございますので、お手元の封筒に入れさせていただいております。中身の確認をさ

せていただきます。まず、綴じております今日の次第。次第の裏に名簿をつけさせ

ていただいております。あと、部会の方のメンバー表と今年度の社会教育関係の事

業予定をつけさせていただいております。この冊子と、それから資料１としまして、

これは平成 31 年度という形になっておりますけれども、4月から動いておりますの

でこのような形になっておりますけれど、近江八幡市の教育行政基本方針および重

点施策ということで、本年度教育行政をこのような形で進めさせていただいており

ますが、これを後ほど課長の方から説明させていただきます。

次に、近江八幡市公民館の運営管理規則というのがありますけれど、これはこの

一部を改正したく、今日お話させていただきます。後は、すでに始めさせていただ

いておりますけれども、中央公民館の事業といたしまして、出前講座・市民大学講

座、それからこれはまだ企画の段階ですけれども、自然観察会等の資料を参考につ

けさせていただいております。それと、資料 2といたしまして、これは 6月に実施

されました滋賀県社会教育委員の連絡協議会の理事会の報告資料なんですけれど、

今日皆様方のご意見を頂戴して、県の方に上げていかなくてはならない事態がござ

います。後ほど詳しく説明いたしますけれどもその関係の資料がございます。それ

と、先ほどありました今年度の事業関係の中で、一部、滋賀県の人権教育大会と、

あと、全国と今年は近畿の大会が一つになってますけれど、それの関係資料をお配

りさせていただいております。資料といたしましてはこれだけとなっております。

もし、不足がございましたら事務局に言っていただきましたらお渡しいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

そうしましたら、はじめに、任期の途中ということで、去年あらためて 2年の任

期で皆様方にご就任いただいたわけでありますけれども、今年途中でございますが、

委員の一部の方に交替がございました。本来ですと個々に委嘱状をお渡しするとこ

ろなんですけど、本日申し訳ございません、机の上に置かさせていただいておりま

す。これをもって交付という形にさせていただきたいと思います。それと、今申し

ました資料の内の、次第の所の一番最後につけさせていただいております、そこを

あけてください。この後の議論でも関係してまいります、これまでも何度も皆様に

もお配りしてきております。皆様方社会教育委員というお立場でいろいろ市に対し

てご意見等頂戴しているわけですけれど、それにつきましての根拠法令、社会教育

委員とはどういうことをしていただくのかという、法令なり条例なりに書かれてい

る部分を抜粋させてもらったものになっております。いまこれについて説明等はい

たしませんけれど、また、これまでもご覧いただいていると思いますけれど、あら

ためてご覧頂いて、また市の方にもいろいろご協力をいただきたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

そうしましたら、課長であります村井の方からご挨拶させていただきます。

あらためまして、皆さんこんにちは、生涯学習課の村井と申します。

本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の会議の開

催に当たりましてひとことご挨拶申し上げます。平素は、本市の教育行政一般に対

し、格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、皆様方には、社会教育

委員・公民館運営協議会員をお願いしましたところ、公私ご多用にもかかわらずご

快諾頂き重ねてお礼申し上げます。さて、近年の我々をとりまく社会の状況を見ま

すと、少子高齢化や家庭地域の教育力などの問題が山積しております。将来を担う

子どもたちの健全な育成のためには、学校や家庭と地域住民がより密接な連携を保

ち、地域全体で子どもたちを育てる環境づくりが必要となっております。本市にお

きましては、近江八幡市教育大綱を昨年度末に改正し、特に人権が尊重される環境

づくりに努めることと子の個性に応じた教育の推進を明文化し、一層の意識の高ま

りを期待するところです。本日お集まりいただきました委員の皆様方には、まさに、

それぞれの分野において第一線でご活躍いただいております方々ばかりでございま

す。どうか皆様方の豊富な経験と英知を結集していただきまして、本市の社会教育
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司 会：

司 会：

委員長：

司 会：

委員長：

課 長：

委員長：

の充実のみならず、町づくりの推進にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、委員の皆様方の今後益々のご活躍を祈念いたします。どうぞ

今日一日よろしくお願いいたします。

そういたしましたら、先ほど申しました次第に沿いまして、皆様もう十分ご承知

の方もいらっしゃれば、また新たに加わっていただいた方もいらっしゃいますので、

順番に自己紹介をお願いしたいと思います。そうしましたら、すみませんけれども、

委員長からよろしくお願いします。

（大橋委員長→中江副委員長→楠亀委員→蒲生委員→松岡委員→重野委員→城念委

員→三木委員→吉井委員→村北委員 の順番で自己紹介）

（引き続き事務局の自己紹介）

それでは、議事の方に移りたいと思います。まず、委員長にご挨拶を頂戴したい

と思います。委員長よろしくお願いします。

それでは、改めましてご挨拶申し上げます。本日は皆様方には非常にお暑い中、

委員会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この社会教育委員会、

社会教育関係ですね、非常に大きな曲がり角に来ているということをここ数年ひし

ひしと感じているところでありますが、特に市町に置きましては今年度から彦根市

が滋賀県社会教育委員連絡協議会を脱会されました、それから愛荘町が休会されま

した。二つの社会教育委員会が抜けられたということで、非常に寂しい思いをして

おります。一方で、国レベルと言いますか、全国レベルでの団体に関してもかなり

厳しい状況ということで、負担金もあがるという状況でございます。ただ、後で議

論していただきますが、県の補助金は下げられるということで、本当に厳しい状況

に置かれております。そういう中で、今後、また２番目で議論いただきますが、県

の社会教育委員連絡協議会の今後のあり方について、市町の意見を求められており

ます。この後で、皆様方と十分議論させていただきまして、県の方に近江八幡市の

社会教育委員会の意見の報告をしていきたいと思います。本日２時間余りの時間と

なりますが、どうぞ、忌憚のない意見をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

そうしましたら、本日の会議についてご報告させていただきます。委員１５名中、

本日ご出席１０名、それから委任状を１名いただいておりますので、あわせまして

半数以上のご出席ということとさせていただきます。ということで、本会は成立し

ていることをまず報告させていただきます。

それでは、ここからの議事進行は、近江八幡市社会教育委員条例第６条に基づき

委員長に議長をお願いして会議を進めさせていただきます。委員長よろしくお願い

いたします。

それでは、議事に入らせていただきます。次第の２の報告・協議事項に入らせて

いただきます。まず、（１）の「令和元年度の教育行政基本方針並びに重要施策につ

いて」ですが、こちらは資料の「令和元年度教育行政基本方針及び重点施策」に基

づき、社会教育関係事業について、説明をいただきます。

（課長より資料に基づき説明。）

（規則の改正。）

ありがとうございました。ただ今の説明について、何かご意見・ご質問等ございま

したら、ご自由にお願いします。
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委 員：

事務局：

委 員：

事務局：

委 員：

近江八幡市公民館の管理運営に関する規則２１条の「公民館長は事業計画を出さ

なければならない」の公民館長とは誰のことなのか。公民館というのは、現状無い

のではないのか。

この公民館というのは、今、学区の各公民館はコミセンに変わっております。ご

存知のように、コミュニティセンター条例等の新たな条例の元に運営がなされてお

ります。では、こちらのこれがなぜ残っているのかというと、さっきから申します

ように、中央公民館というのが、建物はないのですけれど事業としてはやってます。

ご存知のように社会教育法では、公民館は、皆さんの要望に合わせて社会教育的な

事業を行うこととなっており、コミュニティセンターでは、各学区の様々な課題を

取り上げた取り組みをやっているのですが、市全体の事、市全体の課題的なことは

中央公民館でやりましょうという前提がありまして、それで、現行もこの条例は残

されておりますが、学区公民館はもうないです。それで、その現実に即して規則も

改訂しようと、もちろん、コミュニティセンターは新しいコミュニティセンター条

例によりまして運営されており、そのもとでわれわれも連携をとり、出前講座など

行っており、つながりは持っています。公民館が無いのに例規を残すのは、事業と

しては、中央公民館の事業として残して行きますので、例規も残しております。

ちょっといいですか。僕も認識不足で、皆さんに教えてほしいんですけれど、管

轄行政としては、地域学区のコミニティセンターという名称で呼ばれているわけで

すが、何々学区コミニティセンターというふうに。昨年でしたか、島と馬淵と岡山

学区は、コミニティセンターではなく、建物そのものが、例を出すと、島学区防災

センターという名前に改称というか、正しい呼び方は、建物の呼び方はこうなんだ

と、いうことをおっしゃっています。それに対する問合せを行政にすると、防災セ

ンターというような呼び名をつけられた館に関しては、名前は防災センターでも今

までどおりコミュニティセンターでよい、というような回答がかえって来るんです。

その辺は行政はどうゆう認識ですか。今もおっしゃった、中央公民館というのは建

物は無いのだけれど、中央公民館という呼び方で残っている。一方、近江八幡市全

体の館をコミニティセンターと呼ぶ。しかしながら、３館は防災センターというの

が正式名称である。どうもあやふやというか、どうゆう考えにもとづいたらいいの

か。

行政的に国県などから補助金を受けて、コミニティセンターを整備してきている

が、その補助金が防災センターメインのものの場合、条例上の正式名称が防災セン

ターとなる必要があるための措置であります。本市の場合、コミニティセンターは

もともと防災センターの機能も持っているので、利用形態は今まで通りで、地域の

人々の呼び方はコミニティセンターのままでよい。

（・・・・本件につき、現場の混乱状況の意見やりとりあり。）

この改正しようという規則ですけれども、ここに公民館と書いてありますけれど、

取りまとめて中央公民館ということで、このチラシにしても中央公民館の出前講座

ということで、この規則を見せてもらっていると混乱するんですね。第３条もです

し、第４条には公民館館長会というのがありますが、誰が集まって会議をするのか、

この機会にきちっとあるべき姿を、簡略化して、住民の方がインターネットで検索

などしても、公民館は無いけれども、中央公民館が住民に対して色々な事業を実施

しているのだということが分るようにするならば、この例規に中央公民館と言った

ように記載するなど、もう少し分かりやすく、住民の方が見られてなるほどと思わ

れるようなものでないと、先ほどの、コミニティセンターとか防災センターとか、

よくわからないということになります。中央公民館は生涯学習課にあるとか、今の

時点で、よくわかるようにして頂きたいと思います。



5

委 員： 変えるのは、規則的なもので、例えば公民館を今、みんな知ってるのはのコミニ

ティセンター、コミニティセンターに変えるということは何か条例で、何か障害に

なるようなことでもあるの。市議会とか、どこが決めたらそれでいいの。

（４８：２０）

事務局：条例の話ですと議会ですが。今のお話の中で、出尽くしているのですけど、

うちも今回、今課長が説明したとおり、別の一部の項目を修正しようとして、根本

的にそれ以外も改訂が必要ではないのか、これまでなぜ改訂しないでほっているの

かという指摘があったわけで、今、現実に合わせて改訂しようと言うわけで、記載

面を改訂しようというわけです。中身的なものは、この後での議論にも関連してき

ますが、市の社会教育、生涯学習をどうして行くのやというのは、また別途つめて

いかなあかん、そして、それをフィードバックして、条例なり規則に反映させてい

かねばならないと考えています。

（５０：３２)

委 員：いつ頃かもう忘れましたが、社会教育・生涯学習について、一時期非常に

希薄になっていた時期がありまして、そのあとに、それではいけないのでもっと社

会教育・生涯学習について取りくむべきという事で、その当時の市長さんに意見答

申をさせて頂きました。その時に、やはり社会教育・生涯学習も大切だということ

で、中央公民館の建物を建てなさいと、それか、当時人権センターや金田のむかし

の公民館など空いている施設がありましたのでそこを使って、人的は配置もしてほ

しいといった要望もしたんです。市の社会教育的な事業の実施が重なることがあり

ます。いろんな場所でやることで、お金の無駄遣いも、同じような時期に同じよう

なことをやってたり、そこへ言ったら何かやってるのを見られると言った場所もな

い、大津なんかでしたら生涯学習センターもありますし、そういうことをしてくだ

さいと、ずいぶんと出したんですけど、今に至ると言った具合で、生涯学習課長さ

んが中央公民館長という形で、社会教育は非常に大事やという意味でそれは残させ

ていただいているのですが、だんだんとコミセンの方も頑張っていただいています

ので、以前の、公民館の時代の市の職員が直轄で入っている時代と、おんなじこと

して頂いていますのはたしかですので。それ以上に今のセンターの職員さんは大変

がんばっていただいていますのは重々分っていますので、特に今コミセンは町づく

り支援（協働）課で、社会教育の生涯学習課は教育委員会で、その連携がもう少し

きっちりとできていない部分があるので、それをもっと。しっかりと話し合いをし

ていただかないと。いろんな会議に出させていただいてて、今のまち協の職員・役

員・運営委員、いろんな者が振り回されているという部分がありますので、その辺

を考えていかなければならないと思います。今回の、例規の要らない部分を削除と

いうのはそれでよいと思いますが、細かな点まで今日議論できないので最低限のと

ころを上げていただいているでしょうが、それはそれで、プロジェクトというか、

庁内と教育委員会とでもうっちょっと連携をしていただきたいと、そうでないとい

ろんな公の方々が大変やと思います。

委員長：はい、ありがとうございました。他によろしいですか。

（５４：３０）

私もここに来させていただいて、最初におやっと思ったのは、公民館運営審議会

委員と書いてある、どこの市町にもこの名前付いていないんです。ここは、２つの

委員が合体して委員会開催するのかなと思って、公民館が全く無い中でこのような

名前がつけられて今日まで来ているので特に違和感を感じているんですけど、規則

もですね、公民館のこと書いていますけど、実態に全く合っていない、沿っていな

いということが非常に多い。したがって、今後これについては根本的に見直しの方

向で考えていただきたいと思います。今日は、提案された最低限度で修正というこ

とで、ご了解を頂くと言うことになろうかと思いますけれど、今後検討を頂いて実

態に沿うような形で直していただくような方向性を出していただきたいと個人的に

は思っておりますけれど、そう言う形でここは納めさせていただいてよろしいでし
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ょうか。

（５６：００）

委 員：こういう形で収めるということに異論はありません、むし返すつもりでは

ありませんが、この社会教育委員というのと公民館の運営委員というね、そういう

ことが近江八幡市として持っている、ではここで提言されたものというのは、本当

に今日まで活かされて来たのか、さっき佐竹さんが耳が痛いとおっしゃていたけど、

それをむし返すつもりはないですが、本当にここに書かれているように意見が尊重

されるのかというところが、過去の実績からすると、矛盾がある。大きい矛盾を抱

えている。こうゆうあたりをどういうふうに解決していくのかということがわれわ

れに課された大きな課題で、どっかの段階で立ち消えになってしまう。凄く時間を

かけて議論した過去もあるのだけれど、あれはどうなったの、というのは、この役

割として語られるにもかかわらずということで、内部矛盾をもってると、痛感をす

るところです。蒸し返しませんので。

（５７：２９）

委 員：委員長。この会合はね、公民館運営審議会という、その辺をね、いまおっ

っしゃったように、この場だけの、２時間なら２時間だけの話で終わってるのか、

僕らにはその先の詳しい事が分ってませんので、この会で出た意見が本当に尊重さ

れているのか、（意見が）どこまでいっているのかというのが僕らの目には余り見え

ませんので、われわれはどういう立場にいたらいいのだろうと、考えたりするんで

す、夜も寝られへん。

（５８：１９）

委 員：いろんなとこから、話を持って上がったらええんかなあ。まち協やったら

まち協の会長会、連合やったら連合会長会、いろんな話の中でたぶん皆さんも市議

会議員さんを知ってられるでしょうけど、この問題はおかしいとか、どんどん市議

会の方へ上げていくというのも手やないか、そやなかったら市議会議員さんはこん

なんわからへんから、もっと違う面、違う面というのを見てるから、そのへんのと

ころを各市会議員の方へ言って言ったほうが早いのは早いと。

（５９：１０）

委 員：今のところは、まち協の役員さんとか、事務局さんとかの会議がある場合

は、たぶん生涯学習課さんは参加してはらへんと思いますけど、それで先ほども申

し上げたように、われわれ市民はまち協に直接関係しているけど、まち協の事業で

も社会教育・生涯学習に関るものを色々やってますやん、中央公民館の仕事は出前

講座をしてますやなくて、各会議にも出て言ってほしい、さっきから連携を持って

くださいというのはそのことを言っています。そうでないと、市議会も確かに困っ

たこと合ったら提案して頂けるように頼むのやけど、やっぱり実際に動く人が、教

育委員会の立場で、実際にまち協の会長さんの会議などにも出ていただかないと、

実際の所が伝わらないと、われわれの方の実態分っていただけているのかと、でき

たらそのようにぜひともお願いしたいなと。

（０１：０１：０１）

委 員：先ほど、ちょっと話が変わるのですけど、２ページのとこで１６の目標の

中で、人権が尊重される環境づくりと明記されたことはよいことだと思います。企

業とか今 SDGｓとか言われる中で、人権がなかったということで、これが何で入っ

てなかったのかなあと。

（０１：０１：４９）

委員長：ご意見よろしいですか。時間もかなり押してきておりますが、ここで特に

ご発言があればお受けしますが、よろしいですか。
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委 員：昼から今日まち協の会議ありますので、今日の話はそのまち協の会議で言

います。問題提起はします。

委員長：よろしくお願いします。

（０１：０２：２５）

それでは、これまでの点につきましてはこれでよろしいですか。ありがとうござい

ます。

では、次にうつらさせていただきます。次は、２の（２）ですが、滋賀県社会教育

委員連絡協議会の今後のあり方について、事務局からご説明お願いします。

事務局：（「資料２」に基づき、滋賀県社会教育委員連絡協議会の理事会についての

県より送られた報告書を説明。）

（０１：０９：５８）

委員長：どうもありがとうございました。ただ今事務局からご説明いただきました

けれど、今後のあり方について、皆様方からいろいろご意見を頂ければと思います。

実は、先ほど申しましたように、私自身、長浜市の方とも関わっておりまして、長

浜市もこれについて、議論をさせて頂きました。ここに、課題が四つありますが・・・、

研修・情報交換、運営方法の見直し・規約の改訂、全社連の加盟、市町負担金の四

つの課題がございまして、（ア）は、これからも情報交換はしていく、研修会も年１

回ございますが、東近江ブロックの研修会につきましては、これもお金がらみなん

ですけど、資料４の２ですか、そこに一覧表がございますので、ちょっとご覧頂い

て、この平成３０年度と令和元年度の所を、研修会の所を見ていただきたいのです

が、平成３０年度は、ブロックの研修会に付いては、各地区１万円づつ、これまで

いただきましたけれども、今年度は全部で３万、５ブロックあるのですが、３万し

か出ない。ということは、各ブロック１万としたら３ブロック分しかないというこ

とになります。ということは、手をあげて、県の方で認めていただければ、この１

万円が従来どうり交付されますけれども、

（０１：１２：１４）

そうで泣ければ１万円の交付はないということです。この前のブロック会議では、

たとえ県からの補助金がもらえなくても、ブロックの合同研修会は行うということ

で意見がまとまりました。したがって、東近江ブロックにおきましては、補助金の

有無いかんにかかわらず、合同研修会は行うというのが基本的は方針ということで

ご了解をいただきたいと思います。そして、情報交換会等もこれまでどうりやらせ

ていただくということになります。

２つ目ですが、運営方法の見直しでありますが、これは県の方ですが、これまで、

年一回理事会と評議委員会が別々に開催されておりましたが、審議する内容が両者

ほとんど同じということで、一本化を図るということで方針が決まったということ

です。それから、（ウ）全社連への加盟ということですが、先ほど事務局から説明が

ございましたけれど、これまで全社連の負担金につきましては７万円であったんで

すが、これが１０万円に変わるということでございます。つまり３万円アップとい

うことになります。

（０１：１３：５４）

これは、皆様方ご存知のように、前々から出ておりますけれど、この全社連という

のも財政的に困窮しておりまして、全国的な運営がかなり厳しくなっているという

ことのなかでの負担金の増額であろうと思います。これにつきましては、いろいろ

とご意見もございまして、この（負担金が）１０万となりますと、県の協議会の予

算の半分をこれについやすということになり、いかがなものかというご意見等もご

ざいました。

（０１：１４：３７）

これを期に、全社連を抜けるか、あるいは負担金の更なる見直しを要求していくか、

このあたり近江八幡市（社会教育委員）としてはどう言う意見なのかということで

す。これが一つございます。それから、（エ）の市町の負担金でございます。先程も
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お話ございました、２つの市町が今年度抜けたということで、これは負担金に関連

することでしたので、この際、負担金をなくしてはどうかという意見もございまし

た。

（０１：１５：２５）

その場合、県としては理事会の交通費等、これまで県が負担しておりましたけれど、

市町が負担するということになります。それから、全社連は退会する。これが前提

となるという風なご説明でございました。全社連を退会するとどうなるかというこ

とでございますが、これは、資料の３－２を見ていただきたいと思いますが、全社

連を抜けますと、３－２の下の方ですね、「退会（休会）に係る本協議会との関連の

整理案」の一番下、全国表彰が受けられなくなるということです。あとの所は、そ

んなに問題はないのですが、これがネックになってくるということです。それから、

市町が県の協議会から脱会した場合、理事会・評議会に参加できなくなるというこ

とでございます。

（０１：１６：５１）

ただ、県の研修会とか、研究大会とか、近畿大会・全国大会には門戸が開かれてい

る。こういうことでございます。こういう状況の中で、各市町はいかがですかとい

う風な県からの投げかけでございます。長浜市で、（これについて）議論いたしまし

たけれど、参考までですが、こういうご意見がでました。確かに、県が市町に対し

てこういう意見を聞くのは妥当かもしれないけれども、でも県は卑怯だ、と。なぜ

かというと、県がきちっと県の案を示すべきだ、というご意見が出ました。それを

受けて、市町も意見を出す、両方がすり合わせをするというのが本来ではないか、

一方的に市町に意見を求めてというのはいかなるものか、というご意見がでました。

県の協議会や国の連合会から退会するというような意見は出ておりませんでした。

今後そうするかもしれないけれど、今の所はしないと。というのが長浜市の現段階

での基本的な意見ということでございます。今後どういう風になるかは分りません、

今後委員会もございますし、そこでどのようになるかは分りません。現段階では、

そう言うことでございます。

（０１：１８：２１）

そう言ったことをご参考にしていただきながら、この四つの課題に付きまして、忌

憚のないご意見を頂ければと思います。時間が余りございませんけれど、時間いっ

ぱい使って、皆さんのご意見をいただき、県の方に報告できればと思います。よろ

しくお願いいたします。

（０１：１８：５５）

委 員：むずかしい問いかけです。といいますのも、全国での社会教育というもの

をどう組み立てるかということで、皆で全国組織つくって、という流れで、県にも

作らせて、今までの行政というのは、国が言って、県に言うことを聞かせて、市町

村に言うこと聞かせてという風に、何もかもがそうしてきたのに、ここへ来て、財

政がどうのこうの言うて、ゴチャゴチャっとこれをはずして、例えば、老人クラブ

の連合会というのも、市の老ク連に対して県から結構な金をもらってたのが、もら

えんようになった。こうなってきたら、自治会ごとの老人クラブが、もう老ク連か

ら抜けますというのが出て来て、現実としては非常によく似てます。それでは、老

人の活動というのを国としてどう描くんですか、県としてどう描くんですか、市と

してどう描くんですか、と言うのと密接な関係にあります。今言われた、県は何に

も意見を言わんと、そんなことあるかいって、それが根底にあって、なかなかこれ

答えにくい。私の感触からしたら、私の理解不足で、私の理解と、今までどこでど

うつながっていたのかと、私の不勉強やって言われると、そのとおりなんですが、

なんやろって、やっぱり、これは今すぐいうても、ここで言ってることは、ことご

とく一遍一から積み直さなあかん時代に入って、と言う具合に混乱してます。だか

ら私としては、県がもう国から抜けますというのやったら、そうですかっていいい

ます。

（０１：２１：２９）
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委員長：ありがとうございます。もうひとつ、長浜の例ですけど、長浜の場合予算

を頂くとき、明確な根拠が必要だということですね。社会教育委員会は、こういう

ことをやっています。したがって、予算がこれだけ必要です、と。根拠を示す必要

がある。ということで、ここもそうですけど、長浜も部会制をとっています。部会

制をとって、委員さんがですね、教育委員としてそれぞれ実地研修を何回か実施さ

れて、研鑽を深めています。そのあたりが評価されてきている。教育委員会との意

見交換会もやっています。今年度は各市長部局の関係部局と、それぞれお話を聞い

て意見交換をする。部会がやるという方向でやっております。そう言う活動が認め

られてきておるということで、予算が付きやすい。たぶんそう言うことをやってい

ないと、存在意義そのものを認めていただけないと言うことになれば、予算もつか

ないと言う事になってこようかと思うんです。幸い八幡さんは、部会制をとってき

ておりますので、この部会制を、これから議論していただきますが、花開かせて行

けば予算付けも可能かと思います。そのあたりを含め、今後どうして行くかが、根

本的な課題となって行きます。あと、何か他にご意見ありましたらどうぞ。

（０１：２２：５４）

委 員：（負担金を）出さなくても、表彰はされないけど、研修会とかには参加でき

る、表彰はいただかなくてもべつに・・・・。県としての意見をきっちりと言って

ほしい。このようなことが起こること自体ちょっと・・・・。行政の教育施設とい

うようなものも、あるとこは少ないと思うんですよ。まち協になる寸前くらいまで

は、公民館の時代までは、社会教育主事が市から配置されていたのですけど、それ

がなくなって、そこから段々と薄らいできたような。あり方が、場面が変わってき

たのかな・・・。県がどう思てるのかね。たとえば、社会教育団体自体も、PTA で

も、ただ PTA はまだ子供さんがいらっしゃるからなんとか・・・・。

（０１：２５：１７）

委 員：もともと、社会教育委員とかおかれた始まりは、社会教育というものが今

と捉え方が違っていたような。間違っていたら正してほしいですけど。社会福祉や

青少年対策やといった分野も混合されていた時代にスターとしたけれど、別途取り

くまれるようになって、社会福祉協議会が福祉の方からやる、青少年育成課とかい

ったのがやる、こうなって来たときに、これを創ったときの社会教育という響きと、

中身と言いますか、今となっては齟齬が起こっているような、そこのところで、意

見をさあ、と言われて所で、私たちが青少年育成センターのことでいろいろ言った

ら、お前らなにいっとる、関係ないやろといわれてしまう構造にあるように、社会

構造と制度が合っていないから、よけいにです。

（０１：２７：１５）

委 員：ちょっと質問よろしい。ちょっと理解できてないのやけど。負担金が１０

万円になるというこの１０万円というのは、県が払うべきお金ですか。年会費です

か、これは。これがいままで７万円やったんやな。この３万円増に伴って、この下

部組織にそれ相応の負担金の増が求められているのですか。そうなんですね。そし

たら、（ウ）と（エ）に書かれている理事さんの４コメントがまさにそのとおりやと

思います。だから、近江八幡市のメリット・デメリット考えて、加入するしないを

考えると置き換えられるし。全社連の負担金の扱いが不透明であるって言うのは、

私はこんなん全然知らんわ。市町負担金を徴収しない会にはできないのか。予算が

減っている中、全社連の負担金が増え市町の負担金が増えるのが心配。まさにこの

４コメントのとおりですわ。やっぱり、老人クラブさんの実態を例に出してくれは

ったけれど、島学区ももう、他にもれず、老人クラブが、近江八幡市老人クラブ連

合会を脱会しはりました。

（０１：２９：１８）

委 員：全国組織に会費を納めないで、その金はどっから出るのか。民間企業さん

が出してくれはるというのは、日本ではとうてい想定できない。したら、国が出し
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たらええやん、となると、今の時代はそうやないねん、という話になる。そしたら、

下が皆で支えて組織をつくらなあかん時代ですと、たぶん応えてくれるんですね。

私ら市民がですね、ワークショップしようと思ったら、３泊かけてね、そしたら１

０万円必要になる。そういった場合、受ける側が何ぼ払ってもええという、そう思

わせることをせなあかん。そういったことをほったらかしといて、１０万円・３万

円の話をしても、とにかく、参加するものがそれだけのお金をだしても良いと思う

ことを考える。そういった努力をしなければ、お金の話ばかりしていても埒が開か

んと思いますよ。

委員長：他の委員さん、何かございますか。

（０１：３１：５１）

委 員：全社連に加盟しててどういうメリットがあるか、ということやね。ただ、

表彰の対象になるというだけやったら、僕らからしたら、表彰なんてしてもらわん

でもええと。

委 員：やっぱり、県がこの件についてどうかというのを・・・。なんの研修もで

きないとか、講師もたのめんとか、県を抜けたから県の予算を取りにくいとか、そ

う言ったことがあるのなら・・・・・。県が、社会教育というものに対してしっか

りとした考えを持っていてくれるならいいだけの話やとおもいます。

（０１：３３：３０）

委員長：今、ご意見にありましたけど、退会したからといって、研修会に参加でき

ないわけでも、近畿や全国大会にも参加できないわけでもない、ここで研修しよう

と思えばいくらでも研修させて貰えます。長浜でも、市町できちっと社会教育をや

っていくというのが基本方針なので、退会したからと言って別に大きな影響はない

のではないかというご意見も出ておりました。やはり基本は、地方自治体の社会教

育ですので、そこで、委員さん達が一から研修されて、それを如何に社会に反映さ

せていくかということになりますので、そのことをきちっと抑えておけば、別に全

国組織に加盟しようがしまいが、それは大きな問題ではないとの意識を持たれてい

る方もおられました。こう考えますとこのことにそう執着しなくても、とも思いま

す。

委 員：今の所、すぐにやめなさいと言わなくてもよいが。継続審議という言い方

は無責任やけど・・・・、やはり、県の方が、こんなデメリットがあるよというよ

うなことを、デメリットの本当の所を下げてきてもらえば・・・・、漠然と、退会

どう思いますと言われても、抜けることに大賛成とは言えんとこもあるし、なかな

か難しいとこを投げかけてくれるもんやから。

委 員：そもそもどうするかとわれわれに聞くことでもないやろ。

委 員：ブロックは大切にせなあかんと思うけど・・・・。

（０１：３８：５４）

委員長：はい、今まで出ました意見を集約いたしますと、県として、一定の県の見

解を示していただくということが、大前提であるというお話であったかと思います。

それから、全社連の姿が見えて来ない。不透明さが多すぎる。それを透明にしてい

ただくというのも一つの条件になってくるかと思います。まあ、こうした組織に入

らなくても困らないというのが一つの空気だったとも思いますが、しかしながら、

市としてはいますぐに退会どうのこうのではなくて、もう少し様子を見ていこうと

いう方向性であるということです。ということでまとめさせていただいてもよろし

いでしょうか。

はい。
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では、これが近江八幡市の考え方であると言うことで、報告をしていただきます。

（０１：４０：００）

これにつきましては、ここまでとさせていただきまして。次に、連絡事項に入らせ

ていただきます。事務局からご説明をお願いします。

（０１：４０：１６）

事務局：（＜部下の進め方について＞各部会にわかれてお話をいただいて、今後の方

向性について、後ほど発表いただき段取りで進めてたが、コミニティセンターと社

会教育部会からは、昨年度末に、昨年度本年度未着手の部分につき今年度取りくむ。

また、まち協に実態を見学などさせていただくとの方向性を出していた旨の報告あ

り、また、学校と地域の連携・協働部会からは、本日部会長が欠席で、昨年度から

の引継ぎ等の事もあり、改めて部会で協議するとの報告あり。また、事務局より会

長に連絡し、部会を開いて協議願う旨連絡することとする。詳細は部会で取りまと

め次回の本会議で報告いただく形となる。）

（０１：４３：４８）

委員長：はい、ありがとうございました。それではそのほかの連絡事項を事務局か

らお願いします。

（０１：４３：５４）

事務局：（「令和元年度近江八幡市社会教育委員会議関係事業予定一覧」について、

別添資料も含め順次説明。）

（０１：５０：１９）

委員長：はい、ありがとうございました。ただ今の連絡事項につきまして、質問等

ございましたらよろしくお願いいたします。ございませんか。

（０１：５０：３２）

委 員：１１月３０日の近江八幡市の青少年育成市民大会は、１３時からでしたっ

け。

事務局：はい、１３時からです。

委員長：ほかに。よろしゅうございますか。

はい、では、皆様方から何かご連絡はございますでしょうか。よろしいですか。

ないようですので、以上を持ちまして、本日の会議を終了させていただききます。

それでは、閉会のご挨拶を副会長の中江さんからお願いいたします。

（０１：５１：１７）

副委員長：厚い中、長時間本当にご苦労さまでした。今日の議論は、国も県も市も、

行政はどこの課でも、政策的には超高齢化・小子化、その中でも特に人口減少をふ

まえた、政策をしていかねばならない。また、このごろは、突発的な災害も多い中、

隣同士、人との繋がりを大事にしなければならないと、偉い先生方も口にされるわ

けですけど、現実は、なかなか、それとは逆行したような事態を感じている今日こ

の頃です。今日も、子供たち、われわれ大人もですが、早寝早起きを・・やはり学

校へ行くときは早起きをしているでしょうけど、夏休みはラジオ体操というのが、

私たちの時は毎日行ってました。でも、このごろは７月だけで終わりとか、なんで

休みにまではよ起きなあかんのや、言う人もいはるし、社会状況や、勤務状態もい

もいろいろでしょうけど、子供たちがラジオ体操へ友だちとわいわいしゃべりなが

ら行くと、寝ている人がやかましいといわはることがあるそうで、誰が悪いのか分

りませんが、むつかしい、すみにくい、昔はよかったなあといつも、生活は不便や

ったかもわかりませんが、昔に戻れたらええんやないかなあと感じながら今日参加

させて頂きました。まだまだ熱い日が続きますが、どうぞお体ご自愛なされ熱い夏
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を過ごして頂きますよう。今日はどうもありがとうございました。

（０１；５３：４９）

事務局：皆さん長時間ありがとうございました。これで終了といたします。お帰り

の際は交通事故等にお気をつけてください。

（０１：５４：１５）


